
りんごとワインの里　朝日町

発行　朝日町役場　〒 990-1442 山形県西村山郡朝日町大字宮宿 1115　 編集　政策推進課　
朝日町ホームページ　https://www.town.asahi.yamagata.jp                      TEL  ６７－２１１２
                                                                                                                                        FAX ６７－２１１７

令和４年２月１日号 ①

　これまでの申告相談では受付順に対応しておりましたが、大変混み合う時間帯があり待合室で多数の方が
長時間お待ちいただくことがありました。令和 3 年度は新型コロナウイルス感染拡大を防止し、安心して申
告していただくため、申告相談を「完全予約制」とします。
　申告相談に来られる際は、地区の相談日を確認いただき、申告日の前日までに電話等で「時間を予約」し
たうえでご来庁ください。予約なしで来られた方は、その日の予約受付分終了後に受付いたします。感染拡
大防止のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
▶受付方法
　事前予約（地区相談日もすべて事前の時間予約が必要です）
▶予約期間
　申告日の前日まで（すでに予約数の上限に達している時間帯もあります。お早めにご予約ください）
▶予約方法
　①電話予約：☎６７- ２１０７（平日の午前 8 時 30 分～午後 5 時）
　②インターネット予約：町ホームページまたは下記二次元バーコードからアクセス可能
　※電話予約は混み合いますので、できるだけインターネットでの予約をおすすめします。
▶相談時間
　午前 9 時～午後 3 時（30 分刻みで予約受付します）
　※時間ごとの受付人数には限りがあります
▶会　場

開発センター ホール

〇新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について
来庁前に検温を実施し、発熱している場合や体調不良の場合は来庁を控えてください。

　また、来庁時にはマスク着用の徹底をお願いします。

▶問合せ先　税務町民課 税務係　☎６７- ２１０７

今年の申告相談は「完全予約制」です　予約はお早めに

▲予約申込み用二次元バーコード

　あさひエール券第３弾の使用期限について、オミ
クロン株の影響による県内での新型コロナウイルス
感染者の急増を受け、使用期限を 6 月 12 日（日）
まで延長します。

▶問合せ先
　朝日町商工会　☎６７- ２２０７

「あさひエール券第 3 弾」の使用期限延長について
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○さゆりハイツ 1 戸（B 棟 2 号）
　（2LDK メゾネットタイプ）
▶家賃等（月額）
　家　賃　24,300 円～ 47,600 円（所得により決定）
　共益費　2,750 円
○中郷ハイツ 4 戸
　（3DK）
▶家賃等（月額）
　家　賃　25,000 円（駐車場代：1,500 円 /1 台）
　共益費　2,750 円
※単身者も条件により入居可能ですので、ご相談く
　ださい。
○共通事項
▶申込み資格
　以下の条件を全て満たしている方
　①住宅に困窮していること
　②同居親族（婚姻予定者も含む）を有すること
　③政令による収入控除後の世帯の合計所得額が月
　　額 15 万８千円以下、ただし条件により所得月額
　　が 21 万４千円以下（中郷ハイツは除く）
　④納付すべき税や料金に滞納がないこと
　⑤申込者または同居予定者が反社会的勢力者でないこと
▶募集期間
　① 2 月 9 日（水）～ 2 月 24 日（木）
　② 2 月 25 日（金）～
　※期間内に複数の申込みがあった場合は、入居審

　　査や抽選等により入居の決定を行います。
　　なお、①の期間内に申込みがない場合に、②の
　　募集を行い、②の期間内は申込みがあれば終了
　　します。希望する方は事前に問合わせください。
▶受付時間
　午前 9 時～午後４時（土日、祝祭日を除く）
▶受付場所
　山形県住宅供給公社 西村山管理事務所
　中郷ハイツ管理室
▶申込み方法
　入居申込書に必要事項を記入の上、下記へ直接ご
　持参ください。
※募集要項および申込用紙は、中郷ハイツ管理室に準
　備しているほか、町ホームページからダウンロード可
　能です。
▶入居可能日
　入居決定後、10 日以内

※ご不明な点等がありましたら、気軽に問合わせく
　ださい。

▶申込み・問合せ先
　山形県住宅供給公社 西村山管理事務所
　中郷ハイツ管理室
　☎０２３７- ８５- １８３１

さゆりハイツ・中郷ハイツへの入居者を募集します



　一滴の水も一冬積もれば大変な水量になり、水道
料金も多額になります（何十万円となったケースも
有）。このような現象を防ぐためにも、漏水の早期発
見にご協力お願いいたします。
▶漏水の早期発見
　・家の周りで雪中が空洞だったり、雪が消えてい
　　る場所はありませんか
　・屋外の水道栓が雪のため傾いていませんか
　・雪中や床下蛇口の近く等でシューという音が聞
　　こえませんか
　・水圧が弱くなっていませんか
▶漏水と思われたら
　①宅内全ての蛇口を閉める。
　②水道メーター器のパイロットマーク（銀の星印）
　　を見る。
　※水道を使用していない状態でパイロットマーク
　　が回っていたら漏水の可能性があります。早め
　　に給水装置工事業者から点検してもらいましょう。

▶不凍栓（水抜き栓）の使い方
　【水抜き操作】
　①不凍栓のハンドルを完全に閉める。（半開き状態
　　では水が抜け続け、メーターが回り続ける場合
　　がありますのでご注意ください）
　②蛇口を一杯に開いて吸気させる。
▶ヒーター線の取り付けについて
　①屋外の立上り管で保温材が破損等している場合、
　　水道管が凍結する恐れがありますので、給水装
　　置工事業者に相談してください。

　不明・疑問な点がありましたら、下記問合せ先ま
でご連絡をお願いします。

▶問合せ先
　建設水道課 上下水道係　☎６７- ３５７０

漏水の早期発見を！

創遊館の設備改修工事に伴い、館内が断水となるため、2 月 28 日（月）から 3 月 2日（水）
まで全館（町立図書館を含む）休館となります。町民の皆さまには大変ご迷惑をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願いします。　 ▶問合せ先　教育文化課 生涯学習係　☎６７- ２１１８

「創遊館」臨時休館の
お知らせ

　国民年金は、年をとったとき、病気や事故で障害
が残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、
働いている世代みんなで支えようという考えで作ら
れた仕組みです。国民年金は 20 歳以上 60 歳未満の
方は加入することが義務付けられています。

【国民年金のポイント】
○将来の大きな支えになります
　国民年金は 20 歳から 60 歳までの方が加入し、保
　険料を納める制度です。国が責任をもって運営す
　るため、安定しており、年金の給付は生涯にわたっ
　て保障されます。
○老後のためだけのものではありません
　国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか、
　障害年金や遺族年金もあります。障害年金は、病
　気や事故で障害が残ったときに受け取れます。遺
　族年金は、加入者が死亡した場合、その加入者に
　より生計を維持されていた遺族（「子のある配偶者」
　や「子」）が受け取れます。

【「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」】
○学生納付特例制度
　学生の方は一般的に所得が少ないため、本人の所
　得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が
　猶予される制度です。

　対象となるのは、学校教育法に規定する大学、大
　学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修
　学校及び各種学校（修業年限１年以上である課程）、
　一部の海外大学の日本分校に在学する方です。
○納付猶予制度
　学生でない 50 歳未満の方で、本人及び配偶者の
　所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納
　付が猶予される制度です。

※保険料を未納のまま放置すると、年金の給付を受
　け取ることができない場合があります。また、上
　記制度の他、「免除制度」がありますので、国民年
　金の相談や手続きは、下記へ問合わせください。

▶問合せ先
　寒河江年金事務所 国民年金課
　☎８４- ２５５１　自動音声案内後「５」
　税務町民課 住民生活係
　☎６７- ２１１９

20 歳になったら国民年金



●正面玄関の開扉時刻は午前 8 時です。開扉前の混雑を避けるため、午前 8 時以降の来院にご協力ください。
●診療時間
　午前：午前９時から診察（内科、外科、整形は午前 11 時 30 分まで受付。循環器は午前 11 時まで受付）
　午後：午後 2 時から診察（肝臓は午後 2 時 30 分、 眼科は火曜日午後 3 時、木曜日午後３時 30 分まで受付）
●発熱や風邪症状のある方は、来院前に電話連絡をお願いします。
●新型コロナウイルス感染予防のため、まん延防止等重点措置対象区域への往来があった方や、対象区域の
　方と接触があった方は来院前に電話でご連絡ください。
●整形外科の診察日変更
　宇野先生の診療日：2 月 23 日（水）→ 2 月 16 日（水）、豊野先生の診察日：2 月 25 日（金）→２月 10 日（木）
● 2 月の土曜診療は 2 月 5 日です。

▶問合せ先　町立病院　☎６７- ２１２５

町立病院　外来診察予定表
日 月 火 水 木 金 土

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5

内科
糖尿
外科

眼科 内科 内科 眼科 内科
循環器 内科

2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12
内科
整形 肝臓

内科
糖尿
外科

眼科 内科 内科
整形 眼科

2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19

内科 肝臓
内科
糖尿
外科

眼科 内科
整形 内科 眼科 内科

循環器
2/20 2/21 2/22 2/23 2/24 2/25 2/26

内科
整形 肝臓

内科
糖尿
外科

眼科 内科 眼科 内科
循環器

　昨年 5 月からスタートしたあさひまち健康マイ
レージ事業のポイントカード受付を 2 月１日（火）
から始めます。20 ポイントを貯めてポイントカード
提出した方には、もれなく記念品を贈呈します。ま
た、県内の協力店で特典が受けられる「やまがた健
康づくり応援カード」を配布します。
　さらには、２月末までにポイントカードを提出さ
れた方には抽選で景品が当たります。早めの提出を
お勧めします。皆さんぜひ応募してください。

▶問合せ先
　健康福祉課 保健医療係　☎６７- ２１１６

健康マイレージカードを提出しましょう
　みんなでお茶飲み話や健康体操、マージャン、将
棋などしながら楽しみませんか。誰でも気軽に無料
で利用できます。
　皆さんのお越しをお待ちしています。
▶ 2 月の開館日（午前 10 時～午後 3 時）
　７日、10 日、14 日、17 日、18 日、21 日、24 日、
　25 日、28 日
　※原則、毎週月、木、金曜日（平日）

▶問合せ先
　みんなの居場所 すぽっと
　☎８４- ０２０２

みんなの居場所 すぽっと 2 月の開館日

現在、独身の方や独身の子どもを持つ親御さんを対象に、朝日町結婚応援団による無
料の結婚相談会を開催します。
▶日時及び場所　2 月 19 日（土）午後 6 時 30 分～　at LOUNGE（宮宿 1085 番地 10）

▶問合せ先　政策推進課 総合政策係　☎６７- ２１１２

朝日町結婚応援団が相
談にのります！ 


